
二、国立療養所入所者を対象とした調査

（第２部）



※すでに述べたように、本調査は社専協に所属する日本各地のソーシャルワーカー等専門

技能者による面接調査として実施された。この面接調査は、調査票に基づきながらも、必

ずしも型にはまった質問と回答のやりとりというかたちを取らず、語り手の方々が「発病」

から療養所への「収容」を経て今日にいたるまで、日本政府によるハンセン病政策のもと

で体験してこられたさまざまな出来事について、記憶を再現しながらかなり自由に語って

いただくものであった。

国立療養所入所者調査報告（第２部）では、調査に際して録音された「テープおこし」

をデータとして、ハンセン病者に対する「強制隔離絶滅政策」がもたらした被害実態の一

端に迫りたい。限られた時間のなかで、膨大な録音テープのうち、テープおこしができた

のは一部であるけれども、それでも、当事者の方々の生の語りは、「強制隔離絶滅政策」が

ハンセン病を患った人たちひとりひとりに、どんな〈人生被害〉をもたらしたかを、目に

見えるかたちで明らかにしてくれていると思う。〈当事者の語り〉は、それを読む者の心に

迫る力を秘めている。これら聞き取り資料の提示にあたっては、プライバシー保護のため

に、語り手の「お名前」と「郷里の市町村名」は伏せるという措置をとった。そうはいっ

ても、今回のような、おひとりひとりの生活史に即した「聞き取り」というのは、そこで

語られたことすべてが「個人情報」と言ってよく、語り手個人が特定されないことを絶対

的に保証しようとすれば、まず、ほとんど一切データとしては使えないことになる。貴重

な情報であればあるほど、その人しか詳しくは知らないということがありえ、その語り手

をよく知っている人であれば、語り手の属性をすべて伏せても、その人が語っている内容

から語り手を特定できてしまうであろう。――プライバシー保護のために、語り手のお名

前と郷里の市町村名は伏せるという手続きをとった調査研究の報告というものである以上、

これを読む人々に、「語り手個人がだれであるかを詮索してはならない」ということを求め

ているのだということを共通理解としていただきたい。
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